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豊田市休日救急内科診療所運営事業等補助金交付要綱  

 

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、豊田市補助金等交付規則（昭和４５年規則第３４号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、休日救急内科診療所運営事業及び在宅当番医

制運営事業（外科）（以下「休日救急内科診療所運営事業等」という。）に対する補

助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（補助金の交付目的）  

第２条  この補助金は、一般社団法人豊田加茂医師会（以下「豊田加茂医師会」とい

う。）が行う休日救急内科診療所運営事業等に要する経費の一部を補助することに

より、市内における休日の救急医療を確保し、もって市民の健康の増進と福祉の向

上を図ることを目的とする。  

（補助事業者）  

第３条  補助金の交付対象者（以下「補助事業者」という。）は、豊田加茂医師会と

する。  

２  前項の規定にかかわらず、市長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、

補助金を交付しないことができる。  

（１）法人等 (法人若しくは団体又は個人をいう。以下同じ。 )の役員等 (法人にあ

っては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっ

ては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその

者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。 )に暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号 )第2条第6号に規定する暴力団

員(以下「暴力団員」という。 )又は暴力団員ではないが同条第2号に規定する暴

力団 (以下「暴力団」という。 )と関係を持ちながらその組織の威力を背景として

暴力的不法行為等を行う者 (以下「暴力団関係者」という。 )がいると認められる

とき。  

（２）暴力団員又は暴力団関係者 (以下「暴力団員等」という。 )がその法人等の経

営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。  

（３）法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団

員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている

と認められるとき。  

（４）法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が

経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は

便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる

とき。  

（５）法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有していると認められるとき。  

（６）法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であるこ  
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とを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。  

（７）豊田市税の滞納があるとき。  

（補助事業）  

第４条  補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補助事業者

が行う休日救急内科診療所運営事業等とする。  

（補助対象経費）  

第５条  補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事

業に要する経費のうち、別表第１に掲げる経費とする。ただし、消費税及び地方消

費税に相当する額は補助対象経費から除くものとする。  

（補助金額等）  

第６条  補助金の額は、別表第２に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額とを

比較して、いずれか少ない方の額とする。  

２  補助金の額の算定に当たっては、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。  

（交付の申請）  

第７条  補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）

に次に掲げる書類を添付し、毎年度７月３１日までに市長に提出しなければならな

い。  

（１）事業計画書（様式第２号）  

（２）経費所要額調（様式第３号）  

（３）基準額等算出書（様式第４号）  

（４）所要額計算書（様式第５号）  

（交付の決定通知）  

第８条  市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を

審査し、必要に応じ実態調査等を行い、補助金の交付を適当と認めたときは、予算

の範囲内において交付の決定をし、補助金等交付決定通知書（様式第６号）により、

補助事業者に通知する。  

２  市長は、本補助金の交付事務に必要な内容に関し、補助事業者の同意を得た上で、

市税の収納状況を確認することができる。  

（計画変更）  

第 9 条  補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた後において、補助事業の計画

変更（廃止及び中止を含む。）をする場合は、直ちに市長に補助事業計画変更承認

申請書（様式第７号）を提出し、承認を受けなければならない。  

２  市長は、前項の規定による計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審

査し、第８条の規定による決定を変更することができる。  

（変更決定通知）  

第１０条  市長は、前条第２項の規定により当該補助金の交付の変更を承認したとき

は、補助金等変更決定通知書（様式第８号）により補助事業者に通知する。  

（実績報告）  
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第１１条  補助事業者は、補助事業期間（４月１日から翌年３月３１日までの期間を

いう。以下同じ。）が満了したときは、当該補助事業期間の翌年度の４月１０日ま

でに、補助事業実績報告書（様式第９号）に次に掲げる書類を添付し、市長に提出

しなければならない。  

（１）事業収支精算書（様式第１０号）  

（２）基準額等算出表（様式第１１号）  

（３）所要額明細書（様式第１２号）  

（４）休日救急内科診療所患者数等調（様式第１３号）  

（５）在宅当番医療機関患者数等調（様式第１４号）  

（確定通知）  

第１２条  市長は、補助事業実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適

当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書（様式第１

５号）により補助事業者に通知するものとする。  

（調査等）  

第１３条  市長は、必要に応じて、補助事業者に補助事業の進捗状況、効果等及び補

助事業により取得した財産について説明又は文書の提出を求めることができ、補助

事業者は、正当な理由なく、これを拒んではならない。  

（関係書類の保存）  

第１４条  補助事業者は、帳簿等の補助対象事業に係る全ての関係書類を、補助対象

事業が完了した年度の翌年度から５年間保存しなければならない。  

（財産の処分の制限）  

第１５条  補助事業者は、総務省所管補助金等交付規則（平成１２年総理府・郵政

省・自治省令第６号）第８条に定められた期間が経過するまでは、当該補助事業に

より取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りで

はない。  

（委任）  

第１６条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

 

 

附  則  

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和３年６月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  
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別表第１（第５条関係）  

 

補  助  対  象  経  費  

区      分  補助対象経費  内      訳  

１  在宅当番医の当番日に診療に

従事する医療機関の経費  
報    酬  当番医療機関への謝金  

２  休日救急内科診療所の運営に

必要な経費  
報    酬  

診療等に従事する医師、看護師

及び事務員への報酬及び交通費  

需  用  費  

消耗品費（医療用及び事務用の

もの）、光熱水費（冷暖房費、

電気水道代等）、修繕料（診療

所の建物、備品等に係るもの）

及び医薬材料費  

役  務  費  通信運搬費及び保険料  

委  託  料  
事務委託金、保守点検委託費及

び清掃業務委託費  

備品購入費  診療所に必要な備品  

３－１  休日の診療を行う在宅当

番医の当番日の調整及び休日救

急内科診療所へ派遣する医師の

調整に必要な経費  

人  件  費  
日程調整における事務担当者の

人件費  

３－２  地域住民に対する救急医

療知識の普及・啓発に必要な経

費  

報  償  費  講師謝礼及び交通費  

需  用  費  

印刷製本費（救急医療に関する

啓発用冊子の作成等に係るも

の）及び修繕料（備品の修理に

係るもの）  

役  務  費  広告料  

使用料及び  

賃  借  料  
会場借上料  

備品購入費  補助事業に必要な備品  
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別表第２（第６条関係）  

 

補  助  基  準  額  

区         分  補  助  基  準  額  

在宅当番医制運営事業（外科）  ５０，０００円×診療日数  

休日救急内科診療所運営事業  ３７，０００円×診療日数  

事  務  費  ３０，０００円×診療日数  

備考１  在宅当番医制運営事業における診療日数は、日曜日及び国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）第２条に定める祝日（以下「日曜・祝

日」という。）並びに年末年始（１２月３０日から翌年１月３日まで）のう

ち、１日６時間以上の診療を実施した日の合計日数とする。  

２  休日救急内科診療所運営事業における診療日数は、日曜・祝日並びに盆

（８月１５日）及び年末年始（１２月３０日から翌年１月３日まで）のうち、

１日６時間以上の診療を実施した日の合計日数とする。  

３  事務費の診療日数は、休日救急内科診療所運営事業における診療日数とす

る。  

 


